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事例番号：２６０１３８ 

原 因 分 析 報 告 書 要 約 版 

 

産 科 医 療 補 償 制 度 

原因分析委員会第五部会 

 

１．事例の概要 

  ２回経産婦。妊娠３３週５日、切迫早産のため当該分娩機関に管理入院と

なり、子宮収縮抑制薬の持続点滴が開始された。また、入院時３７．８℃の

発熱がみられ、血液検査が行われ、総合感冒薬等が処方された。胎児心拍数

陣痛図はリアシュアリングと判断された。妊娠３４週３日、子宮収縮抑制薬

を最大量まで増量したが子宮収縮を認めたため、投与が中止された。投与中

止から３時間１０分、陣痛が発来した。胎児心拍数陣痛図では基線細変動は

中等度であり、一過性頻脈、軽度変動一過性徐脈が認められた。陣痛発来か

ら１時間４３分後、子宮口は全開大となり、その後すぐに経腟分娩で児が娩

出された。臍帯巻絡、羊水混濁は認められなかった。 

児の在胎週数は３４週３日で、体重は２５７０ｇであった。アプガースコ

アは生後１分、５分ともに９点（心拍２点、呼吸２点、筋緊張２点、反射２

点、皮膚色１点）であった。軽度呻吟が持続するため、生後２６分、当該分

娩機関の小児科へ入院した。入院時の静脈血ガス分析値は、ｐＨ７．２５９、

ＰＣＯ２６１．５ｍｍＨｇ、ＰＯ２３４．３ｍｍＨｇ、ＨＣＯ３
－２６．６ｍｍ

ｏｌ／Ｌ、ＢＥ－１．８ｍｍｏｌ／Ｌであった。Ｎ－ＤＰＡＰ（経鼻的持続

陽圧呼吸療法）管理され、生後２時間で呻吟は消失した。血液検査で炎症反

応の上昇はみられず、感染はないと考えられ、経過観察された。生後２日、
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Ｎ－ＤＰＡＰ終了後、無呼吸発作が出現し経皮的動脈血酸素飽和度が一時的

に低下した。頭部超音波断層法が行われ、「出血なし、左右差なし」と判断さ

れた。生後３日、未熟児無呼吸発作治療剤が投与され、以降無呼吸発作は消

失し、生後１５日に退院した。生後６ヶ月定頸、生後９ヶ月寝返り、１歳１

ヶ月で坐位不安定のため受診し、脳性麻痺、両麻痺と診断された。２歳０ヶ

月の頭部ＭＲＩ検査では軽度脳室周囲白質軟化の所見が認められた。 

本事例は病院における事例であり、産科医１名、小児科医１名と、助産師

１名、看護スタッフ数名が関わった。 

 

２．脳性麻痺発症の原因 

本事例における脳性麻痺発症の原因は、脳室周囲白質軟化症によると考え

られる。また、脳室周囲白質軟化症の発症には児の未熟性も関与したと考え

られる。分娩前に子宮内で脳虚血を生じたことにより本症を発症した可能性

が高いと考えられるが、胎児心拍数陣痛図および生後の新生児経過からは、

脳虚血および本症の詳細な発症時期およびその原因を特定することはできな

い。 

 

３．臨床経過に関する医学的評価 

妊娠２８週に子宮収縮を認めた際、頸管腟分泌液中癌胎児性フィブロネク

チン、子宮頸管粘液中顆粒球エラスターゼ、腟分泌物培養検査、胎児心拍数

モニタリングを実施したことは医学的妥当性がある。また、子宮収縮抑制薬

の内服薬を処方し外来管理としたことは一般的である。妊娠３２週２日、２

回経産婦であり、前回健診時より子宮頸管長の短縮を認めた状況で、引き続

き外来管理で経過観察としたことは選択肢としてありうる。妊娠３３週５日、

内診所見の進行と子宮頸管長の短縮を認めたため入院管理としたことは一般
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的である。その他の妊娠中の管理についても一般的である。 

入院後の子宮収縮抑制薬の投与量は基準内である。入院時発熱が認められ

たため血液検査を実施し炎症反応の有無を確認したこと、および感冒として

治療を開始したことは一般的である。妊娠３４週１日、微熱が継続したため

抗生剤の点滴を開始したことも一般的である。連日胎児心拍数モニタリング

を行ったことは医学的妥当性がある。妊娠３４週３日、子宮収縮抑制薬の投

与量を最大量まで増量し投与したが子宮収縮を認めたため投与中止としたこ

とは医学的妥当性がある。２回経産婦であること、入院時の超音波断層法で

胎児の推定体重が２２００ｇ以上であったことから経腟分娩を選択したこと

は一般的である。子宮収縮抑制薬の投与中止後の分娩管理、および分娩時に

小児科医へ立会いを依頼したことも一般的である。 

出生時のアプガースコアは良好であったが、呻吟を認めたため小児科管理

としたこと、およびその後の対応は一般的である。 

 

４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

１）当該分娩機関における診療行為について検討すべき事項 

 （１）胎盤病理組織学検査について 

妊産婦に発熱がある場合は、子宮内感染の有無を確認するために胎盤

病理組織学検査を実施することが望まれる。 

（２）臍帯動脈血ガス分析について 

当該分娩機関においては、動脈血ガス分析装置を保有していたが臍帯

動脈血ガス分析が実施されなかった。現在は全例実施しているとのこと

だが、特に早産などリスクのある新生児の場合は分娩前の胎児の状態を

推測するために、臍帯動脈血ガス分析を実施することが望まれる。 
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（３）クラミジア感染の検査について 

クラミジア感染の有無が抗体検査で調べられているが、抗原検査で調

べることが望まれる。 

（４）事例検討について 

本事例では児は異常なく出生し退院したためカンファレンスは行われ

ていないが、その後脳性麻痺を発症していることから、当該報告書を基

にあらためて事例の検討を行うことが望まれる。 

 

 ２）当該分娩機関における設備や診療体制について検討すべき事項 

   特になし。 

 

３）わが国における産科医療について検討すべき事項 

 （１）学会・職能団体に対して 

    子宮内で発症した早産児の脳室周囲白質軟化症の研究について 

胎児心拍数陣痛図や臍帯動脈血ガス分析値に異常を認めず、さらに出

生後の経過にも異常を認めない早産児において、どの程度脳室周囲白質

軟化症がみられるのか、また、そのような児が一定頻度でみられる場合

の調査・研究を行うことが望まれる。 

 （２）国・地方自治体に対して 

    特になし。 

 


